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議案第１６号  

 

藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正について 

 藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

２０１８年（平成３０年）６月４日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例 

藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例（平成元年藤沢市

条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

本町四丁目地区整備計 
画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された藤

沢都市計画本町四丁目地区地区計画において地区整備

計画が定められた区域 

別表第２辻堂駅北口地区整備計画区域の項を次のように改める。 

辻堂駅北口

地区整備計

画区域 

Ａ － １

街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 

(１） 百貨店，店舗，飲食店又は政令第１３０条の５の
２第５号に掲げる施設 

(２） ホテル又は旅館 
(３） 劇場，映画館，演芸場，観覧場，公会堂，集会場
（斎場を除く。），コンベンションホール又は展示
場 

(４） 図書館，博物館，美術館その他の文化施設 
(５） 大学，高等専門学校，専修学校又は各種学校 
(６） 放送局又は放送局に関連するスタジオ 
(７） 事務所 
(８） 診療所 
(９） 児童福祉施設 
(10） 老人福祉施設 
(11） 公衆浴場 
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  (12） 動物病院又はペットショップ（小動物を対象とし

た宿泊施設を含む。） 
(13） カラオケボックス又はボーリング場 
 (14） 自動車車庫又は自転車駐車場 
(15） 自動車修理工場（作業場の床面積が３００平方メ
ートルを超えないものに限る。） 

(16） 駅舎，立体歩廊，交通関連施設，巡査派出所，公
衆便所，公衆電話所又は政令第１３０条の４第４号
若しくは第５号に掲げる公益上必要な建築物 

(17） 前各号の建築物に附属するもの 

Ａ － ２

街区① 
Ａ － ２
街区② 
Ａ － ３
街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 百貨店，店舗，飲食店又は政令第１３０条の５の
２第５号に掲げる施設 

(２） ホテル又は旅館 
(３） 劇場，映画館，演芸場，観覧場，公会堂，集会場
（Ａ－２街区①及びＡ－３街区については，斎場を
除く。），コンベンションホール又は展示場 

(４） 図書館，博物館，美術館その他の文化施設 
(５） 公共公益関連施設 
(６） 大学，高等専門学校，専修学校又は各種学校 
(７） 放送局又は放送局に関連するスタジオ 
(８） 事務所 
(９） 診療所 
(10） 児童福祉施設 
(11） 老人福祉施設 
(12） 公衆浴場 
(13） 動物病院又はペットショップ（小動物を対象とし
た宿泊施設を含む。） 

(14） カラオケボックス又はボーリング場 
(15） 公衆電話所又は政令第１３０条の４第４号若しく
は第５号に掲げる公益上必要な建築物 

(16） 前各号の建築物に附属するもの 

Ａ － ４

街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 官公署の庁舎，支所その他これらに類するもの 
(２） 大学，高等専門学校，専修学校又は各種学校 
(３） 図書館，博物館，美術館その他の文化施設 
(４） 劇場，公会堂，集会場（斎場を除く。），コンベ
ンションホール又は展示場 

(５） ホテル又は旅館 
(６） 店舗，飲食店又は政令第１３０条の５の２第５号
に掲げる施設 

(７） 事務所 
(８） 診療所 
(９） 児童福祉施設 
 (10） 老人福祉施設 
(11） 動物病院又はペットショップ（小動物を対象とし
た宿泊施設を含む。） 
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   (12） 公衆電話所又は政令第１３０条の４第４号若しく

は第５号に掲げる公益上必要な建築物 
(13） 前各号の建築物に附属するもの 

Ｂ － １

街区 
Ｂ － ２
街区 
 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 共同住宅，寄宿舎又は下宿 
(２） 共同住宅，寄宿舎又は下宿の用途のいずれかを主
たる用途として診療所，事務所，店舗，飲食店，政
令第１３０条の５の２第５号に掲げる施設，集会場
（斎場を除く。），児童福祉施設又は老人福祉施設
の用途に併用する建築物 

(３） 公衆電話所又は政令第１３０条の４第４号若しく
は第５号に掲げる公益上必要な建築物 

(４） 前３号の建築物に附属するもの 

Ｂ － ３

街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 共同住宅，寄宿舎又は下宿 
(２） 共同住宅，寄宿舎又は下宿の用途のいずれかを主
たる用途として診療所，事務所，店舗，飲食店，政
令第１３０条の５の２第５号に掲げる施設，集会場
（斎場を除く。），児童福祉施設又は老人福祉施設
の用途に併用する建築物 

(３） 駅舎，立体歩廊，交通関連施設，巡査派出所，公
衆便所，公衆電話所又は政令第１３０条の４第４号
若しくは第５号に掲げる公益上必要な建築物 

(４） 前３号の建築物に附属するもの 

Ｃ － １

街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 官公署の庁舎，支所その他これらに類するもの 
(２） 大学，高等専門学校，専修学校又は各種学校 
(３） 図書館，博物館，美術館その他の文化施設 
(４） 劇場，社会体験学習施設，公会堂，集会場（斎場
を除く。），コンベンションホール又は展示場 

(５） 事務所又は研究施設 
(６） 児童福祉施設 
(７） 老人福祉施設 
(８） 自動車車庫又は自転車駐車場 
(９） 前各号に掲げる用途のいずれかを主たる用途とし
て店舗，飲食店又は政令第１３０条の５の２第５号
に掲げる施設の用途に併用する建築物 

(10) ホテル（第１号から第５号までに掲げる用途のい
ずれかを併用するものに限る。） 

(11） 防災備蓄倉庫 
(12） 公衆便所，公衆電話所又は政令第１３０条の４第
４号若しくは第５号に掲げる公益上必要な施設 

(13） 前各号の建築物に附属するもの 

Ｃ-２街

区① 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 官公署の庁舎，支所その他これらに類するもの 
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 Ｃ-２街

区② 

 (２） 大学，高等専門学校，専修学校又は各種学校 
(３） 図書館，博物館，美術館その他の文化施設 
(４） 劇場，社会体験学習施設，公会堂，集会場（斎場
を除く。），コンベンションホール又は展示場 

(５） 事務所又は研究施設 
(６） 児童福祉施設 
(７） 老人福祉施設 
(８） 自動車車庫又は自転車駐車場 
(９） 前各号に掲げる用途のいずれかを主たる用途とし
て店舗，飲食店，政令第１３０条の５の２第５号に
掲げる施設又は診療所の用途に併用する建築物 

(10） 防災備蓄倉庫 
(11） 公衆便所，公衆電話所又は政令第１３０条の４第
４号若しくは第５号に掲げる公益上必要な施設 

(12） 前各号の建築物に附属するもの 

Ｃ － ２

街区③ 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 官公署の庁舎，支所その他これらに類するもの 
(２） 大学，高等専門学校，専修学校又は各種学校 
(３） 図書館，博物館，美術館その他の文化施設 
(４） 劇場，公会堂，集会場（斎場を除く。），コンベ
ンションホール又は展示場 

(５） 事務所又は研究施設 
(６） 児童福祉施設 
(７） 老人福祉施設 
(８） 前各号に掲げる用途のいずれかを主たる用途とし
て店舗，飲食店，政令第１３０条の５の２第５号に
掲げる施設，ホテル又は診療所の用途に併用する建
築物 

(９） 公衆電話所又は政令第１３０条の４第４号若しく
は第５号に掲げる公益上必要な施設 

(10） 前各号の建築物に附属するもの 

Ｃ － ３

街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 一戸建ての住宅，長屋，共同住宅，寄宿舎又は下
宿 

(２） 診療所 
(３） 事務所 
(４） 店舗，飲食店又は政令第１３０条の５の２第５号
に掲げる施設 

(５） 児童福祉施設 
(６） 老人福祉施設 
(７） 集会所 
(８） 前各号の建築物に附属するもの 

Ｃ － ４

街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 一戸建ての住宅，長屋，共同住宅，寄宿舎又は下   
 宿 
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   (２） 児童厚生施設その他これに類するもの 
(３） 工場 
(４） 事務所 
(５） 店舗，飲食店又は政令第１３０条の５の２第５号
に掲げる施設 

(６） 自動車車庫又は自転車駐車場 
(７） 集会所 
(８） 前各号の建築物に附属するもの 

Ｄ － １

街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 病院又は診療所 
(２） 体育館，スポーツの練習場又は水泳場 
(３） 幼稚園又は児童福祉施設 
(４） 老人福祉施設 
(５） 公衆浴場 
(６） 事務所 
(７） 店舗，飲食店又は政令第１３０条の５の２第５号
に掲げる施設 

(８） 巡査派出所，公衆電話所又は政令第１３０条の４
第４号若しくは第５号に掲げる公益上必要な建築物 

(９） 前各号の建築物に附属するもの 

Ｄ － ２

街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 病院又は診療所 
(２） 体育館，スポーツの練習場又は水泳場 
(３） 幼稚園又は児童福祉施設 
(４） 老人福祉施設 
(５） 公衆浴場 
(６） 事務所 
(７） 店舗，飲食店又は政令第１３０条の５の２第５号
に掲げる施設 

(８） 巡査派出所，公衆電話所又は政令第１３０条の４
第４号若しくは第５号に掲げる公益上必要な建築物 

(９） 前各号の建築物に附属するもの 

Ｅ － １

街区 

Ｅ － ２

街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 事務所又は研究施設 
(２） 放送局又は放送局に関連するスタジオ 
(３） 工場（法別表第２(る)項第１号の工場を除く。） 
(４） 巡査派出所，公衆電話所又は政令第１３０条の４
第４号若しくは第５号に掲げる公益上必要な建築物 

(５） 前各号の建築物に附属するもの 

Ｅ － ３

街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 病院又は診療所 
(２） 幼稚園又は児童福祉施設 
 (３） 老人福祉施設 
(４） 事務所 
(５） 店舗，飲食店又は政令第１３０条の５の２第５号 
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  に掲げる施設 
(６） 巡査派出所，公衆電話所又は政令第１３０条の４
第４号若しくは第５号に掲げる公益上必要な建築物 

(７） 前各号の建築物に附属するもの 

Ｅ － ４

街区 
Ｅ － ５
街区 
Ｅ － ７
街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 一戸建ての住宅，長屋，共同住宅，寄宿舎又は下 
 宿 
(２） 診療所 
(３） 事務所 
(４） 店舗，飲食店又は政令第１３０条の５の２第５号
に掲げる施設 

(５） 集会所 
(６） 巡査派出所，公衆電話所又は政令第１３０条の４
第４号若しくは第５号に掲げる公益上必要な建築物 

(７） 前各号の建築物に附属するもの 

Ｅ － ６

街区 

次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 一戸建ての住宅，長屋，共同住宅，寄宿舎又は下 
 宿 
(２） 診療所 
(３） 事務所 
(４） 店舗，飲食店又は政令第１３０条の５の２第５号
に掲げる施設 

(５） 集会場 
(６） 巡査派出所，公衆電話所又は政令第１３０条の４
第４号若しくは第５号に掲げる公益上必要な建築物 

(７） 前各号の建築物に附属するもの 

別表第２に次のように加える。 

本町四丁目

地区整備計

画区域 

低 層 住

宅地区  

 次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 一戸建ての住宅 
(２） 法別表第２（い）項第２号の住宅 
(３） 診療所 
(４） 法別表第２（い）項第９号の公益上必要な建築物 
(５） 前各号の建築物に附属するもの（政令第１３０条
の５各号に定めるものを除く。） 

(６） 防災備蓄倉庫 

生 活 支

援 地 区

Ａ 

 次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 一戸建ての住宅 
(２） 共同住宅，寄宿舎，下宿又は長屋 
(３） 老人ホーム，保育所，福祉ホームその他これらに
類するもの 

(４） 学校（大学，高等専門学校，専修学校及び各種学
校を除く。) 

(５） 診療所 
(６） 法別表第２（い）項第９号の公益上必要な建築物 
(７） 集会場又は集会所 
(８） 事務所又は政令第１３０条の５の３に掲げる店  

舗，飲食店等の建築物で，その用途に供する部分の 
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   床面積の合計が１５０平方メートル以内のもの 
(９）    前各号の建築物に附属するもの（政令第１３０条
の５の５第１号から第３号までに掲げるものを除
く。) 

(10） 防災備蓄倉庫 

生 活 支

援 地 区

Ｂ 

 次に掲げる建築物以外の建築物 
(１） 共同住宅，寄宿舎又は下宿 
(２） 老人ホーム，保育所，福祉ホームその他これらに
類するもの 

(３） 学校（大学，高等専門学校，専修学校及び各種学
校を除く。） 

(４） 診療所 
(５） 法別表第２（い）項第９号の公益上必要な建築物 
(６） 事務所又は政令第１３０条の５の３に掲げる店  

舗，飲食店等の建築物で，その用途に供する部分の 
床面積の合計が５００平方メートル以内のもの（３
階以上の部分をその用途に供するものを除く。） 

(７） 前各号の建築物に附属するもの（政令第１３０条
の５の５第１号から第３号までに掲げるものを除
く。） 

(８） 防災備蓄倉庫 
(９） 自動車車庫で床面積の合計が３００平方メートル
以内のもの（１階部分のみをその用途に供するもの
に限る。） 

 別表第３に次のように加える。 

本町四丁目地区整

備計画区域 

低層住宅地

区 

 １０分の１０ 

 別表第４に次のように加える。 

本町四丁目地区整備

計画区域 

低層住宅地区 １０分の５ 

生活支援地区Ａ １０分の６ 
 

    

 

 
別表第５辻堂駅北口地区整備計画区域の項中  

 「     
 Ａ－１街区 ５９,０００平方メートル 公益上必要な建築物の敷地 

 

 

 

 

 

Ａ－２街区① ２,０００平方メートル 

Ａ－２街区② ８００平方メートル 

Ａ－３街区 １,５００平方メートル 

Ａ－４街区 ８００平方メートル 

Ｂ－１街区 ２,０００平方メートル 

Ｂ－２街区 １,５００平方メートル 

Ｂ－３街区 ５,０００平方メートル 
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Ｃ－１街区 ４,０００平方メートル  を 

Ｃ－２街区① 
Ｃ－２街区② 

１,０００平方メートル 

Ｃ－２街区③ １,５００平方メートル 

Ｃ－３街区 ４００平方メートル 

Ｅ－１街区 
Ｅ－２街区 

１,５００平方メートル 

Ｅ－３街区 ３,０００平方メートル 

   」 

「     
Ａ－１街区 ５９,０００平方メートル (１） 公益上必要な建築物の 

敷地 
(２） 魅力と賑わいのある都 
市環境の形成に資するも 
のとして市長が認めた建 
築物の敷地（１５,０００ 
平方メートル以上である 
ものに限る。） 

 

 

に 

 

Ａ－２街区① ２,０００平方メートル 公益上必要な建築物の敷地 

Ａ－２街区② ８００平方メートル 

Ａ－３街区 １,５００平方メートル 

Ａ－４街区 ８００平方メートル 

Ｂ－１街区 ２,０００平方メートル 

Ｂ－２街区 １,５００平方メートル 

Ｂ－３街区 ５,０００平方メートル 

Ｃ－１街区 ４,０００平方メートル 

Ｃ－２街区① 
Ｃ－２街区② 

１,０００平方メートル 

Ｃ－２街区③ １,５００平方メートル 

Ｃ－３街区 ４００平方メートル 

Ｅ－１街区 
Ｅ－２街区 

１,５００平方メートル 

Ｅ－３街区 ３,０００平方メートル 

  」  

改め，同表に次のように加える。   

本町四丁目地区

整備計画区域 

低層住宅地区 １２０平方メート

ル。ただし，建築物 

(１） 法別表第２（い）項

第９号の公益上必 
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  の敷地が幅員４メー

トル未満の路地状部

分のみによって道路

に接する場合は，

１３０平方メートル

とする。 

要な建築物の敷地 
(２） 防災備蓄倉庫の
敷地 

生活支援地区Ａ １５０平方メートル 

生活支援地区Ｂ ５００平方メートル 

別表第６に次のように加える。 

本町

四丁

目地

区整

備計

画区

域 

低層

住宅

地区 

  １メ

ート

ル 

(１） 外壁等の面の中心線の長

さの合計が３メートル以下

であるもの 
(２） 物置その他これらに類す

る用途に供する建築物であ
って，軒の高さが２．３メー
トル以下で，かつ，床面積
の合計が５平方メートル以
内であるもの 

(３） 自動車又は自転車車庫
で，軒の高さが３メートル
以下であるもの  

(４） 法別表第２（い）項第９号の
公益上必要な建築物 

(５） 防災備蓄倉庫 

生活

支援

地区

Ａ 

生活

支援

地区

Ｂ 

１メ

ート

ル 

(１） 法別表第２（い）   

項第９号の公益

上必要な建築物 
(２） 防災備蓄倉庫 

１メ

ート

ル 

(１） 法別表第２（い）項第９号の

公益上必要な建築物 
(２） 防災備蓄倉庫 

別表第７に次のように加える。 

本町四丁目地区

整備計画区域 

低層住宅地区 (１） １０メートル

(２） 階数は２ 

７メートル 

生活支援地区Ａ １０メートル  

生活支援地区Ｂ 東京湾平均海面か

ら３９メートル 

 

別表第８辻堂駅北口地区整備計画区域の項Ｂ－１街区 Ｂ－２街区 Ｂ－３街区

Ｄ－１街区 Ｄ－２街区 Ｅ－１街区 Ｅ－３街区 Ｅ－４街区 Ｅ－７街区の項

を削る。 

別表第１１に次のように加える。 
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本町四丁目地区整

備計画区域 

(１） 道路境界線に面して設けるものは，生け垣又は透視可能

なフェンス等と植栽を組み合わせたもの。ただし，次の各

号のいずれかに該当するものについては，この限りではな

い。 
ア フェンス等の基礎で地盤面からの高さが０.６メートル
以下のもの 

イ 門柱その他これに類するもので見附け幅の合計が１
メートル以下かつ地盤面からの高さが１.８メートル
以下のもの 

 (２） 隣地境界線に面して設けるものは，生け垣若しくは透視
可能なフェンス等と植栽を組み合わせたもの又は透視可能
なフェンス。ただし，次の各号のいずれかに該当するもの
については，この限りではない。 

 ア フェンス等の基礎で地盤面からの高さが０.６メートル
以下のもの 

 イ 建築物の出入口の部分の目隠しをするために設ける必
要最低限のフェンス等で，見附け幅の合計が１.８メート
ル以下かつ地盤面からの高さが２.５メートル以下のもの 

附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，辻堂駅北口地区地区計画を都市計画変更し，及び本

町四丁目地区地区計画を都市計画決定したことに伴い，区域内における建築物の

制限について定める必要による。 


